
県産木材利用促進事業費補助金交付要綱 

 

令和２年３月２５日付け林第１１４９号 

令和２年７月１日付け林第３６６号 

令和２年９月２４日付け林第６４６号 

令和３年３月１９日付け林第１２６７号 

 令和４年３月２４日付け林第１３８９号 

 （趣旨） 

第１ 県が交付する県産木材利用促進事業費補助金（以下「補助金」という。）につ

いては、補助金等交付規則（昭和３２年５月３１日付け島根県規則第３２号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

 （補助金交付の目的等） 

第２ 規則第３条による補助金の目的、交付の対象である事業の内容、補助金の額等

は次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で一般社団法人島根県木材協会（以下「木

材協会」という。）に補助金を交付するものとする。 

（１）補助金交付の目的 

住宅・非住宅建築物の新築や増改築及び非住宅建築物の設計・監理において、

県産木材の利用促進を通じて、地域の雇用創出や地場産業の振興に資することを

目的とする。 

（２）補助対象事業 

   県産木材建築利用促進事業 

  ア 住宅・非住宅建築物建築支援 

   「しまねの木」活用建築士・工務店認定制度実施要領（令和２年３月２５日

付け林第１１４８号。以下「認定制度実施要領」という。）第２で定める「し

まねの木」活用工務店（以下「認定工務店」という。）または認定工務店とな

ることが確実な者が行う住宅の新築又は増改築及び非住宅建築物の新築に対

して助成を行う事業。 

  イ 非住宅建築物建設計支援 

認定制度実施要領第２で定める「しまねの木」活用建築士（以下「認定建 

   築士」という。）または認定建築士となることが確実な者が行う非住宅建築物 

の木造設計・監理に対して助成を行う事業。 

  ウ 県産木材使用割合向上支援 

    認定工務店、または認定工務店となることが確実な者が、県産木材使用割合

向上に必要となる新たな取組に対して助成を行う事業。 

（３）補助事業の実施方法 

事業実施主体は、木材協会とする。 

（４）補助対象経費及び補助率 

別表のとおり。 

 



（補助金の交付申請） 

第３ 事業実施主体が補助金の交付を受けようとするときは、規則第４条の規定によ

り補助金交付申請書（様式第１号）を提出しなければならない。 

 ２ 事業実施主体は、当該補助金に係る消費税等仕入控除額（補助対象経費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金

額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得

た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ）があり、かつ、

その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

 ただし、申請時においては当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

 

 （補助事業の変更承認申請） 

第４ 事業実施主体が規則第９条第１項の規定により知事の承認を受けようとする

ときは、変更承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。 

   ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる以外の軽微な変更についてはこの限り

でない。 

 

 （繰越承認申請） 

第５ 事業実施主体が規則第９条第２項の規定により知事の指示を受けるときは、繰

越承認申請書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

   ただし、繰越承認申請は、ア 住宅・非住宅建築物建築支援及びイ 非住宅建

築物設計支援についてのみ認めることとする。 

 

 （概算払請求） 

第６ 事業実施主体が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、知事が別

に定める期日までに補助金概算払請求書（様式第４号）を提出しなければならな

い。 

 

 （実績報告） 

第７ 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、規則第１０条の規定により実績

報告書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

 ２ 提出の時期は、補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補

助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。 

 ３ 実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係 

  る仕入れ控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報 

  告しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定） 

第８ 知事は、第３の２ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、



補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する

際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。 

 ２ 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補

助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式

第６号による報告書を知事に提出しなければならない。 

 ３ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

 （帳簿等の保存） 

第９ 事業実施主体は、補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入

及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた

年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

 

 附 則 

   この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

   この要綱は、令和２年９月２４日から施行する。 

   この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



別表

住宅・非住宅1戸・棟当たり
の県産木材使用割合

 単価

80～100％の部分 5万円

70～80％までの部分 3万円

60～70％までの部分 2万円

イ　非住宅建築物設計支援

　認定建築士または認定建築士と
なることが確実な者で、過去に当
補助事業に採択されたことがない
者が、設計・監理をする非住宅建
築物

　非住宅建築物の設計・
監理に要する経費

　設計・監理の契約者であるもの
　県産木材を標準木材使用量の
60％以上使用するもの

1棟当たり100万円

ウ　県産木材使用割合向上支援

　認定工務店または認定工務店と
なることが確実な者が、建築する
全木造住宅の県産木材使用割合を
大きく引き上げる取組

　製材工場からの県産木材
製品の供給体制強化や、県
産木材のPRなど、県産木材
使用割合向上に必要となる
新たな取組に係る経費

　前年度に比べて、認定工務店が
建築する全ての木造住宅における
県産木材使用割合を5％以上引き上
げる工務店

1社当たり100万円

　本事業の実施に必要な事務費
（人件費、賃金、謝金、旅費、需
用費、役務費、委託費、使用料及
び賃貸料）

経費の1/2以内

事務費 定額

事務費の増額

補助金額

木工事費の8.75％以内

① 1戸当たり37万5千円

② 1戸当たり20万円

③ 1棟当たり100万円

　施主と直接建築に関する契約を
するか、施工工務店が施主となっ
て建築し、木材調達権限が施工工
務店にあるもの
　県産木材を標準木材使用量の
60％以上使用するもの
　県外で施工する工務店への補助
金額は、1工務店あたり合計で100
万円（新築・増改築・民間非住宅
建築物含む）までとする

ア　住宅・非住宅建築物建築支援

　認定工務店または認定工務店と
なることが確実な者が、施工する
住宅・非住宅建築物

① 住宅の新築

② 住宅の増改築

③ 非住宅建築物

補助対象 補助区分 基本要件
上限額

重要な変更

補助金の額及び限度額



様式第１号 

 

番 号 

  年  月  日 

 

島根県知事 

     様 

 

一般社団法人 島根県木材協会    

会長              

 

 年度 県産木材利用促進事業費補助金交付申請書 

 下記のとおり事業を実施したいので、補助金       円を交付された

く申請します。 

記 

１ 事業の目的 

 

 

 

２ 事業の内容及び経費の配分 

区   分 金 額 内  訳 
ア 住宅・非住宅建築物建築支援   
 住宅の新築   
 住宅の増改築   
 非住宅建築物   

イ 非住宅建築物設計支援   

ウ 県産木材使用割合向上支援   

事務費   

合 計   

 

 

３ 事業完了予定年月日    年  月  日 

 



様式第２号 

 

番 号 

  年  月  日 

 

島根県知事 

     様 

 

一般社団法人 島根県木材協会    

会長              

 年度 県産木材利用促進事業費補助金変更承認申請書 

 

   年  月  日付け 第  号で補助金の交付決定通知のあった事業に

ついて、下記のとおり変更したいので、補助金        円を追加（減

額）交付されたく申請します。 

記 

１ 変更の理由 

 

２～３は様式第１号に準ずること 

 

（注）経費の配分は、変更前（上段括弧書き）と変更後（下段裸書き）を二段書きとし、その内

容が対比できるように記載すること。 

 



様式第３号 

 

番 号 

  年  月  日 

 

島根県知事 

     様 

 

一般社団法人 島根県木材協会    

会長              

 

 年度 県産木材利用促進事業費補助金繰越承認申請書 

 

  年  月  日付け 第  号で補助金の交付決定通知のあった事業につ

いて、事業完了予定期間内の完了が困難となったので、事業の延期を申請した

く関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 事業の概要 

    別紙のとおり。 

 

２  繰越を必要とする額 

交付決定額 

（Ａ） 

年度内完了予定額 

（Ｂ） 

繰越額 

（Ｃ） 

不用額（Ｄ） 

（Ｄ＝Ａ－Ｂ－Ｃ） 

    

 

３ 事業完了予定年月日    年  月  日 



区分 補助金交付日

60%～70% 70～80% 80%～ うち構造材

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

① 0 0.00 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

② 0 0.00 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

計 0 0.00 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

製 材 業 者 設計（建築士）

業者名 業者名標準木材

使用量

県産木材

割合

認定番号

木材使用量（ｍ3）・使用率（%）

代表者氏名

様式第３号の別紙ア−１

県産木材建築利用促進事業 繰越申請対象建築物一覧表（住宅建築支援）

申請

番号

申込年月日 申請者（工務店）

建築場所

県産木材助成

住   所
建築士

氏名年 月 日 県産木材
住所 認定番号

建築延べ

床面積
補助金額役職 郵便番号



区分 補助金交付日

60%～70% 70～80% 80%～ うち構造材

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

0 0 0 0 0.0 0.0%

③ 0 0.00 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

④ 0 0.00 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

⑤ 0 0.00 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

計 0 0.00 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

様式第３号の別紙ア−２

県産木材建築利用促進事業 繰越申請対象建築物一覧表（非住宅建築物建築支援）

申請

番号

申込年月日 申請者（工務店）

建築場所

県産木材助成 製 材 業 者 設計（建築士）

業者名
建築士

氏名
役職 代表者氏名 住所 認定番号

建築延べ

床面積
補助金額郵便番号 認定番号

年 月 日 県産木材
標準木材

使用量

県産木材

割合

木材使用量（ｍ3）・使用率（%）

業者名 住   所



補助金交付日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計 0 0

様式第３号の別紙イ

県産木材建築利用促進事業取りまとめ表（県産木材使用割合向上支援）

申請

番号

申込年月日 申請者（工務店） 事業費

業者名 役職 代表者氏名 郵便番号 補助金額住所 認定番号 経費
年 月 日



区分 補助金交付日

総工事費 木工事費 うち構造材

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

0 0.0 0.0%

計 0 0.00 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

様式第３号の別紙ウ

県産木材建築利用促進事業 繰越申請対象建築物一覧表（非住宅建築物設計支援）

申請

番号

申込年月日 申請者（建築士）

建築場所

県産木材助成 施工業者 製材業者

業者名 認定番号 業者名 認定番号事務所名 郵便番号 住所 認定番号
建築延べ

床面積
住   所

年 月 日 県産木材
標準木材

使用量

県産木材

割合

補助金額

木材使用量（ｍ3）・使用率（%）工事費

建築士氏名



 

様式第４号 

番 号 

  年  月  日 

 

島根県知事 

     様 

 

一般社団法人 島根県木材協会    

会長              

 

 年度 県産木材利用促進事業費補助金概算払請求書 

 

  年  月  日付け第  号で交付決定のあった補助金について、下記に

より金       円を概算払によって交付されたく請求します。 
 
記 

 
 
区分 

 
 
 

 
交付決定額 

 
 

（A） 

 
月 日現在 

 
予定出来高 

 

 
補助金 

 
事業完了 

 
予定年月日 

 

 
既受領額 
（B） 

 
今回請求額 

（C） 

 
差額 

（A-B-C） 

 

事業費 
 

円 
 
 

円 
 

（   ％） 

円 
 

（   ％） 

円 
 

（   ％） 

円 
 

（   ％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

事務費 
 

 
 
 

 

 

（   ％） 

 

 

（   ％） 

 

 

（   ％） 

 

 

（   ％） 

 

計 
 

 
 

 

 

 

（   ％） 

 

 

（   ％） 

 

 

（   ％） 

 

 

（   ％） 

（注）「（  ％）」欄には、（Ａ）を１００%とする割合を記入すること。 

 

 



様式第５号 

 

番 号 

  年  月  日 

 

島根県知事 

     様 

 

一般社団法人 島根県木材協会    

会長              

 

 年度 県産木材利用促進事業費補助金実績報告書 

 

   年  月  日付け 第  号で補助金の交付決定のあった事業につい

て、下記のとおり実績を報告します。 

 （なお、あわせて精算額         円の交付を請求します。） 

記 

１ 事業の実績 
区   分 金 額 内  訳 

ア 住宅・非住宅建築物建築支援   
 住宅の新築   
 住宅の増改築   
 非住宅建築物   

イ  非 住 宅 建 築 物 設 計 支 援    

ウ 県産木材使用割合向上支援   

事務費   

合 計   

 

２ 事業完了年月日     年  月  日 

 

３ 収支精算 
区   分 予算額 精算額 増減額 備 考 

ア 住宅・非住宅建築物建築支援     
 住宅の新築     
 住宅の増改築     
 非住宅建築物     

イ  非 住 宅 建 築 物 設 計 支 援      

ウ 県産木材使用割合向上支援     

事務費     

合 計     



様式第６号 

 

番 号 

  年  月  日 

 

島根県知事 

     様 

 

一般社団法人 島根県木材協会    

会長              

 

  年度 県産木材利用促進事業費補助金仕入れ 

に係る消費税等相当額報告書                

 

   年  月  日付け 第  号で補助金の交付決定のあった事業につい

て、下記のとおり報告します。 

記 

 １ 補助金交付規則第１１条に基づく額の確定額（ 年 月 日付け  第 

  号による額の確定通知額） 

                        金        円 

 ２ 補助金確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

                        金        円 

 ３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相 

 当額 

                        金        円 

 ４ 補助金返還相当額（３－２） 

                        金        円 

 
 


